
 
学 振 人 第 ２ ５ 号 

令和５年１１月 １日 

 

 各 大 学 法 人 総 務 担 当 理 事  殿 

 

                     独立行政法人日本学術振興会 

                        理事  小 谷 和 浩 

 

 

令和６年度人事交流について（依頼） 

 

  平素よりご高配いただきましてありがとうございます。 

 従来、本会の事業の実施においては、大学との連携を重視し、大学で実務に通じた職員の

方を、一定期間、本会に派遣いただき、業務を担っていただくとともに、帰任後は本会にお

ける業務経験を大学において役立てていただいているところです。 

 本会の業務は、近年の学術振興を巡る環境変化等に伴い、高度化・複雑化しており、これ

に対応できる優れた人材の確保が急務となっております。 

 そこで、特定のポストにつきましては、別紙１のとおり大学側のご関心にも対応できるよ

う業務内容をお示ししたうえで、これに相応しい職員の派遣をお願いしております。 

 ついては、本会への職員の派遣をご検討のうえ、下記により適当な人物をご推薦ください

ますようお願い申し上げます。 

 なおこの場合、具体的な候補者が未定でも、人数や業務にかかるご希望をお寄せいただけ

ますと幸いです。可能な限りご希望に添えるよう調整いたします。 

  

 

記 

 

 １．推薦手続き 

   受入ポスト一覧（別紙１）をもとに、職員ごとに推薦調書（別紙２）を作成のうえ、

推薦願います。 

※記入例をご参照ください。 

 

 

２．主なスケジュール（応募提出締切等）    

 ○令和６年４月から交流開始 

   ・令和５年１２月２２日（金） 応募書類提出* 
   ・令和６年１月下旬 人事交流者の決定（大学への回答） 
   ・令和６年３月中旬 人事交流者の配置先の決定（大学への回答） 



 
   

  ○その他の時期から交流開始 

・交流開始２月から１月半程度前 応募書類提出* 

  ・交流開始２月前 人事交流者の決定（大学への回答） 

   ・交流開始半月前 人事交流者の配置先の決定（大学への回答） 

*提出日は目安ですので、締め切りまでの提出が難しい場合はご相談ください。 

 

３．人事交流職員の処遇等 

期間 出向開始日から２又は３年間 

身分 出向元機関に所属したままの在籍出向 
本会と出向元機関とで、下段の処遇等に記載の内容について出向契約書と覚書を締

結する。 

処遇

等 
給与 
 

出向元機関の規定に基づき、出向元機関から支給する。 
ただし、出向元機関で負担する出向者の給与の実績額を本会か

ら出向元機関へ「協力金」として支払うものとする。 

服務、勤務時間・

休暇、災害補償等 
本会の就業規則等の規程に基づくものとする。 

時間外勤務 上限時間は出向元機関の労使協定の範囲とする。 

旅費 本会への赴任旅費は本会の規程により本会が負担する。 

社会保険等 社会保険、雇用保険適用事業主：出向元（事業主負担分相当額

は「協力金」支払い時に本会が負担） 
労働者災害補償保険適用事業主：本会 

 

経費の負担： 

出向元機関で負担する出向者の給与等の実績額を本会から出向元機関へ「協力金」として

お支払いいたします。出向元は給与等の実績額を算出し、本会へ請求書を発行していただき

ます。 
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